
５月定例連絡委員幹事会 

 

 と き 令和６年５月７日(火) 午後３時 

 ところ 市役所 ２階 会議室１ 

 

１ 市民憲章唱和 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

 (1) へきなん地域福祉ハッピープランにおける地域福祉推進会議の開催について(依頼)

（福祉課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ1～2（資料 1） 

(2) 令和６年度へきなんヘルスキーパー事業へのご協力について(お願い) 

(健康課) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ3～6（資料 2） 

(3) 生活習慣病予防健診の無料体験受診について（ご案内）（健康課）Ｐ7～9（資料 3） 

(4) 碧南市内巡回「くるくるバス」利用促進協議会の委員選出について（商工課） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10（資料 4） 

(5) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出について（地域協働課）・・・Ｐ11（資料 5） 

(6) 令和７年度コミュニティ助成事業について（地域協働課）・・・Ｐ12～17（資料 6） 

 

４ その他  

 (1) 令和６年度碧南市消防団観閲式の挙行について 

 (2) 元気ッス！へきなんの開催について 



 

碧  南  市  民  憲  章 

 

    

    衣浦港を門戸として、広く世界に目を開き、あたた 

   かく明るい郷土「碧南」をつくるため、わたくしたち 

    は自治の約束として、この憲章を掲げます。 

 

      １．安心して住める町に 

            いのちを大切にし、すこやかな 

            毎日をおくります。 

 

      １．活気ある町に 

            元気で働き、豊かな家庭を 

            築きます。 

 

      １．あたたかい心の町に 

            話し合いの輪をひろげ、なごやかな 

            社会をつくります。 

 

      １．きれいな水と青い空の町に 

            自然をだいじにし、美しい郷土を 

      つくります。 

 

      １．清新な文化の町に 

            若い力を育て、文化と教養の 

            まちをつくります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年５月７日 

 

碧南市連絡委員各位 

福祉こども部福祉課 

課長  山 本 貴 史 

健康推進部高齢介護課 

課長  小 林 圭 介 

碧南市社会福祉協議会地域福祉課 

課長  中 川 英 治 

 

へきなん地域福祉ハッピープランにおける地域福祉推進会議の開催について(依頼) 

本市では令和２年度にアンケートやヒアリング、地域福祉推進会議などを通じて市民の

皆様からご意見をいただき、へきなん地域福祉ハッピープラン（第３次碧南市地域福祉計

画・第５次碧南市社会福祉協議会地域福祉活動計画）を令和３年度から令和８年度までの

６年計画として策定いたしました。 

「地域で築く つながり 支えあうまち へきなん」を基本理念とし、誰もが安心して

住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域福祉を推進しているところです。 

本計画の推進の場として、引き続き市内６地区で地域福祉推進会議（以下「本会議」と

いう）を開催し、地域課題の共有や検討をしていきますので、ご協力いただきますようお

願いいたします。 

また、本会議は、碧南市高齢者ほっとプラン（第９期高齢者福祉・介護保険事業計画）

に掲載しております高齢者の生活支援を担う各団体との定期的な情報共有、連携の場（話

し合いの場・協議体）としても位置付けされております。 

記 

１ 取組内容 

市内６地区（新川、中央、大浜、棚尾、旭及び西端）において地域福祉に関する地域

福祉推進会議を前年度に引き続き年２回程度実施する。 

２ 地域福祉推進会議出席依頼者 

各地区の代表者（連絡委員正副幹事、老人クラブ、民生委員・児童委員、ＰＴＡ、子

ども会役員等の各団体及び医療・福祉関係事業所）等 
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資料１



３ その他 

地域福祉推進会議出席者については、前年度出席者（またはその後任）を基本として、

個別に依頼を行う。 

 

 

 
連絡先 福祉課     社会福祉係  担当  山本昌弘 95-9884 

    高齢介護課   地域支援係  担当  杉浦洋子 95-9890 

 社会福祉協議会 地域福祉課  担当  古川裕隆 46-3701 
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令和６年５月７日 

 碧南市連絡委員 各位 

 

碧 南 市 健 康 を 守 る 会 

                          会 長 山 中 寛 紀 

 

令和６年度へきなんヘルスキーパー事業へのご協力について(お願い) 

 

 新緑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃から保健衛生事業

の推進について格別の御理解を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 つきましては、下記のとおり今年度の事業を計画しておりますので、ご協力をお願いい

たします。 

記 

１ 令和６年度へきなんヘルスキーパー活動内容について（資料１） 

２ へきなんヘルスキーパー活動助成事業補助金について（資料２） 

連絡先 健康課 成人保健係 

担 当 石川 麻子 

電 話 ４８－３７５１ 
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                                資料１  
令和６年度へきなんヘルスキーパー活動内容について 

 
１ 健（検）診の受診勧奨活動に関すること 

生活習慣病予防健診（乳がん検診、前立腺がん検診含む）の無料体験受診及

び健（検）診の受診勧奨活動  
 
２ 市が実施する保健事業への協力および参加に関すること 

(1) 公民館まつり 

 ア 日時・会場等 

 日 程 会 場 対象地区 

１ 
令和 6 年 10 月 27 日（日） 

9 時 30 分～12 時 
新川公民館 

久沓、田尻、西松江、東松江、

鶴ヶ崎、千福、浜尾、東山、 

西山 

２ 
令和 6 年 11 月 3 日（日） 

10 時～12 時 
中部公民館 道場山、天王、中山 

３ 
令和 6 年 11 月 17 日（日） 

10 時～14 時 

農 業 者 コ ミ ュ

ニ テ ィ セ ン タ

ー 

西端 

４ 
令和 6 年 12 月 1 日（日） 

10 時～14 時 
日進公民館 伏見屋、平七、流作、家下 

５ 
令和 7 年 1 月 19 日（日） 

9 時～13 時 
棚尾公民館 棚尾 

イ 活動内容 

保健センターブースへの協力（けんこうクイズ、健康チェック等の健康

づくりの普及啓発等） 

 

 (2) 総合防災訓練 

  ア 日  時 令和 6 年 11 月 10 日（日）9 時～11 時 30 分 

イ 会  場 新川中学校 

  ウ 対象地区 全地区 

エ 活動内容 保健センターブースへの協力（災害時の健康管理等の普及啓

発等） 

 

 (3) 謝礼 

参加のヘルスキーパーに対して、１，０００円／回の謝礼  
   ※参加協力は、希望制です。 
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３ 健康づくりに関する知識の普及に関すること  
 (1) へきなんヘルスキーパー研修会 年３回 

(2) 市民健康教育講座 年７回 

(3) ゲートキーパー研修会等の健康課が実施する講習会 

※研修会等の出席は、希望制です。 

 

４ 健康増進に関すること 

 (1) へきなんヘルスキーパー活動助成事業補助金 

   健康に関する教室等の保健事業の企画・実施の継続を希望する地区に、  
５０，０００円／年を上限として助成  
※希望される地区は、健康課へご連絡をお願いします。  

 

 (2) 地区への情報発信 

  ア 制度の変更周知 

広報６月号に併せて、地区回覧予定 

  イ 活動報告及び健康づくりの情報発信 

    随時地区回覧予定 

  ※原稿作成は、健康課が行います。 
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資料２ 

へきなんヘルスキーパー活動助成事業補助金について  

 
１ 補助金の目的  

  へきなんヘルスキーパーを設置する地区に対し、市民の健康保持及び増進を

図ることを交付の目的に、地区が実施する健康づくり活動に要する経費を助成

する。  

２ 補助金の額 

１地区につき年間５０，０００円以内 

３ 補助金の交付先 

  へきなんヘルスキーパーを設置する地区 

４ 申請提出書類 

 (1) へきなんヘルスキーパー活動助成事業補助金交付申請書  

 (2) へきなんヘルスキーパー活動計画書 

  (3) へきなんヘルスキーパー活動助成事業補助金交付請求書 

 ※書類は、交付を希望される地区に送付いたします。 

５ 申請提出期限 

  令和６年６月７日（金） 

６ 提出先 

  碧南市健康課（保健センター）成人保健係 

天王町１丁目７０番地 

７ 実績報告 

 (1) 提出書類 

    ア へきなんヘルスキーパー活動実績報告書  

イ へきなんヘルスキーパー活動収支決算報告書 

※実績報告を提出していただく際に各支払金額を確認するため、領収書が

必要になりますので保管をお願いします。 

(2) 提出期限 

  令和７年３月３１日（月） 
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令和６年５月７日 

 

 碧南市連絡委員 各位 

                          碧 南 市 健 康 を 守 る 会 

                          会 長 山 中 寛 紀 

 

   生活習慣病予防健診の無料体験受診について（ご案内） 

 

 新緑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 生活習慣病予防健診は、病気の早期発見・早期治療につながるだけでなく、自分のから

だの状態を知り生活習慣を見直す機会ともなりますので、年 1 回はご自身の健康管理のた

めに受診をお勧めしています。 

 そこで、へきなんヘルスキーパーの顧問としての連絡委員（西端地区は町内会長含む）

の皆様におかれましては、事業へのご協力をお願いするにあたり、下記の内容で生活習慣

病予防健診の無料体験受診を実施いたしますので、ぜひご利用ください。 

記 

１ 健診の種類及び内容 

 Ｃコース（満３０歳以上の総合健診）→自己負担８，０００円を無料 

※胃のレントゲン撮影を希望されない方及び６か月以内に撮影を実施された方は、 

Ｂコース（準総合健診）→自己負担５，０００円を無料の受診をお勧めします。 

２ 受診期間 

 令和６年５月～令和７年３月 

※各コース実施日については別紙「令和６年度生活習慣病予防健診のご案内」をご参

照ください。 

３ 場所・申込み及び問合せ先 

  碧南市保健センター（碧南市天王町１－７０） 

連絡先 健康課 成人保健係 

担 当 石川 麻子 

電 話 ４８－３７５１ 
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４ 申込み方法 

(1) 電話、ファックス、メールで予約をお願いします。 

・電話：（０５６６）４８－３７５１ 

・ファックス：（０５６６）４８－２１６５ 

・メール：kenkouka@city.hekinan.lg.jp 

 ※予約時は、必ず「連絡委員」とお申し出、またはご記載ください。 

(2) 申込み期限は、健診日の 1 週間前までです。関係書類はご自宅に郵送します。 

(3) その他 

 Ｂ、Ｃコース以外に、 

・Ｅコース（腹部超音波検査、自己負担金３，０００円） 

・骨粗しょう症検診（自己負担金５００円） 

・前立腺がん検診（自己負担金１，０００円）（５０歳以上の方） 

・胃がんリスク検査（自己負担金１，５００円）（６５歳未満の方） 

も同時に受診できます。 

※碧南市国民健康保険、愛知県後期高齢者医療保険加入者は、上記金額より半額

免除（胃がんリスク検査を除く）されますので、申込みの際にお申し出、または

ご記載ください。 
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 碧南市連絡委員各位 

 

                     経済環境部商工課長 磯貝 幸満    

 

   碧南市内巡回「くるくるバス」利用促進協議会の委員選出について（依頼） 

 

 新緑の候、貴職におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本市では、令和５年度末、『碧南市地域公共交通計画』を策定したところでござ

います。この計画では、「くるくるバス」の利用環境の改善し、利用促進を図ることとし

ており、利用目的としてもっとも多かった買い物等でのニーズに合わせて、大型商業施設

へのアクセスを向上させることを検討しております。 

 このため、標記協議会を開催させていただきたく、委員の選出をお願いいたします。 

 

記 

１ 目的 

  くるくるバスの運行について、バス停の移設やルートの変更等について、より多くの

意見を反映したいものです。 

２ 委員対象 

  碧南市連絡委員の各地区における正幹事様または副幹事様 

３ 連絡委員様以外の委員 

  碧南市商店街連盟会長、碧南市社会福祉協議会会長、碧南市老人クラブ連合会会長、

碧南市身体障害者福祉協会会長、碧南市ボランティア連絡協議会会長、碧南市女性団体

連絡協議会会長、名古屋鉄道㈱碧南中央駅長、くるくるバス管理運行業務受託事業者管

理営業所所長（レスクル㈱西尾営業所所長） 

４ 開催予定 

  令和６年度内に２回程度の開催を予定しております。 

連絡先 商工課商工観光係 

担 当 金原・磯村 

電 話 95-9894 
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令和６年５月７日 

 

 碧南市連絡委員各位 

                          

                     地域協働課長  堀 田 葉 子  

 

   自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の貸出について（ご案内） 

 新緑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

  平素は、地区行政諸般に多大なるご尽力賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の貸出について、下記のとおり

ご案内します。 

記 

１ 目的  

本市で開催される多くの市民が集まるイベント等において、その参加者等が突然の心 

停止状態に陥ったときの救命活動に備えるため、当該イベント等を主催する団体等へＡ

ＥＤを無償で貸出する。 

２ 貸出個数 

  １個 

３ 貸出期間 

  原則１週間以内 

４ 申請先 

碧南市役所地域協働課地域協働係 

５ 留意事項 

  貸出し期間中におけるＡＥＤの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担とな 

ります。また、電極パッドその他ＡＥＤに付属する消耗品を使用した場合も、借受者の 

負担により交換してください。 

連絡先 地域協働課地域協働係 

担 当 水村・角谷 

電 話 95-9872 
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令和６年５月７日 

 

 碧南市連絡委員各位 

 

                         市民協働部地域協働課 

                         課長  堀 田 葉 子    

 

令和７年度コミュニティ助成事業について（募集） 

新緑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

  平素は、地区行政諸般に多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  さて、例年、一般財団法人自治総合センターで実施しているみだしの助成事業について、

正式募集はまだありませんが、それに備え、例年どおり各地区に対して募集を行います。 

記 

１ 実施要綱 

  別紙のとおり（令和６年度要綱） 

２ 事業の流れ 

  令和６年度に県へ申請及び予算取り、令和７年度に実施及び補助金支払い。 

３ 選考方法 

  平成２３年から申請する地区順を決めています。今回は旭地区です。 

  財源である宝くじの収益が減少しているため、近年不採択数が増加しております。必

ずしも採択されるものではないことを十分にご留意ください。 

４ 申請に必要な書類 

 (1) コミュニティ助成事業申請書 

 (2) 事業計画に関する商品等の見積書 

 (3) 事業計画に関する商品等のパンフレット 

 (4) 町内会組織の規約 

 (5) 令和６年度事業計画書及び予算書 

 (6) その他参考資料 

 

連絡先 地域協働課地域協働係 

担 当 水村・鳥居 

電 話 ９５－９８７２ 
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５ 書類の提出期限 

  令和６年９月（予定） 

６ 書類の提出先 

  地域協働課地域協働係 

７ その他 

 (1) 助成を受けられることになった場合、当初の申請内容からは原則変更はできません

ので、ご承知おきください。ただし、やむをえない理由（例、購入予定の備品が廃盤

になった等）で変更がある場合は直ちに市役所に相談してください。 

 (2) 購入した備品にはイメージキャラクターの表示が必要です。表示にかかる費用は補

助対象になります。 

 (3) 事業開始は来年度で、事業完了後に実績報告を提出する必要があります。 

 (4) 購入後に必要となる経費（修理費、消耗品購入費等）については、各地区で負担し

てください。 

 (5) 見積書の宛先は「碧南市」としてください。 
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第１ 趣旨 

  一般財団法人自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの

社会貢献広報事業として、この要綱の定めるところにより、コミュニティ活動に必要な

備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地

域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ

活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与す

るものとする。 
 
第２ 助成事業 

１. コミュニティ助成事業は、次の各事業とする。 

 (1) 一般コミュニティ助成事業 

  住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意

識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等（建築物、

消耗品は除く）の整備に関する事業。 

２. 前項の各事業は、次の要件を満たすものとする。 

(1) 宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。 

(2) 国の補助金及び地方債を充当していないもの。 

(3) 令和 6 年 4 月 1 日以降に実施し、令和 7 年 3 月 31 日までに完了するもの。 

(4) 原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備等の整備でない

もの。 
 

第３ 助成対象団体 

 助成の対象となる団体は、市（区）町村（政令指定都市は除く。以下同じ。）、広

域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会とする。 
 

第４ 助成事業の実施主体 

 １．事業実施主体は、次のとおりとする。 

  (1) 一般コミュニティ助成事業 

    市（区）町村又は市（区）町村が認めるコミュニティ組織 
 
第５ 助成金 

   助成金は、１件につき次の額で１０万円単位（１０万円未満を切り捨て）とする。 

１. 一般コミュニティ助成事業         

 １００万円から２５０万円まで 
 

第６ 助成対象経費  

１. 助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。 

２．次のものは助成対象外の経費とする。 

   (1) 土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、

外構工事に要する費用。 

  (2) ソフト事業における、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消

耗品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費、食糧費。 
 
第７ 宝くじの社会貢献広報 

 １．宝くじの受託事業収入を財源として助成されることから、事業で整備する施設又は 

設備等、若しくは実施するイベント等ソフト事業のポスターやチラシ及び看板等に宝

くじの広報表示を行うものとする。なお、表示にかかる経費は助成対象とする。 

 ２．広報誌等を通じ「宝くじの助成金で整備した」若しくは｢宝くじの助成金で実施す

る｣旨の広報を行うものとする。 

令和６年度コミュニティ助成事業実施要綱（一部抜粋）《参考》 
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コミュニティ助成について 

 

助成地区の選定基準 

１ 応募する地区単位は、新川、中央、大浜、棚尾、旭、西端の６地区とする。 

２ 原則、別表の順番のとおり助成に該当する地区に購入希望がない場合は、別表の順番

を繰り上げて助成する。 

３ その他、特別の事情がある場合は、碧南市と各地区で協議し、助成地区を決定する。

別表 

令和３年度 

実施済 
西端 

令和７年度

実施予定 
旭 

令和４年度 

実施予定 
大浜 

令和８年度

実施予定 
棚尾 

令和５年度 

実施済 
中央 

令和９年度

実施予定 
西端 

令和６年度 

実施予定 
新川 

令和１０年度

実施予定 
大浜 

  

※大浜→中央→新川→旭→棚尾→西端→大浜→新川→旭→中央→西端→大浜→棚尾 

  →新川→旭→西端（最初に戻る） 

※上記の順番は、各地区の区民館数を考慮した順番であり、平成２３年９月の連絡委員

幹事会にて承認されました。 
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令和６年度　対象外備品一覧（問い合わせ多数のもの）

備品名 備考

1 天井埋め込み式エアコン 建物と一体とみなされるため

2
電球のみ（電球及び配線の場合も含
む）

提灯とセットでの購入の場合は対象

3 システムキッチン 建物と一体とみなされるため

4 子ども用一輪車 車両とみなされるため

5 コップ、湯呑み等
一般調理器具にあたるため
※お祭りで使うお鍋は対象

6 防犯カメラ コミュニティ活動の推進に直接資するものではないため

7 消火器 防災目的及び消耗品とみなされるため

8 スクリーン（固定タイプ） 建物と一体とみなされるため

9 消耗品

10 アコーディオンカーテン 建物と一体とみなされるため

11 電池及び充電器のみの購入 消耗品のため　（備品に付属している場合は対象）

12 カーペット、絨毯 建物と一体とみなされるため

13 植樹用の苗木、樹木 苗木、樹木は備品ではないため

14 フェンス

15 防災目的の備品 他の助成事業で対応可能なため

※あくまで令和６年度の対象外備品の一部です。
※要綱、留意事項別紙１、財団HPの過去実績も参考にしてください。


